
「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」が一部改正されました。

′）新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象に【10月1日施行】～

○大阪府では、差別につながる土地調査の事実を受け、条例の一部を改正しました。

○個人調査を行う「興信所・探偵社業者」に加え、新たに「土地調査等」を行う者を規制の

対象にしました。（平成23年10月1日施行）

※なお、土地調査行為そのものを制限するものではありません。

【｛繹孜正の圭等ポイント〕
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◆「土地調査等」について

●「府の区域内の土地の取引に関連して事業者が自己の営業のために土地に関す

る事項を調査し、又は報告することをいう。」としています。

好この「土塊諾香等ノ鼠

◆”本来の甜 て砺貞盛芽行為JC 願夢・腰 して庁わ才7石上傭 ”を盾し、

◆”磨 （′讃監）の頓象と屠る士朗 びぞ瀾 醜貌乙野す名題否”のことでミ
◆束ね醜 直して行われる土地密 か物資に訝り房ダニ

遵守事項は
次の＝点

①調査又は報告の対象となる土地及びその周辺の地域に同和地区が卒る

かないかについて調査し、又は報告しないこと。

②同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地

区にあることの教示をしないこと。

◆勧告・事実の公表について

●「土地調査等」を行う者が遵守事項に違反した場合は、知事が、勧告や事実

の公表ができることとしています。
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